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国庫金の効率的な管理の強化について 

 

 

国庫金の管理については、例年、第２四半期以降、国庫余裕金が

発生した場合、国庫余裕金（政府預金）残高及び13週間物の政府短

期証券（以下、「ＦＢ」という。）の発行額の縮減に資するため、

現金不足の特別会計等に対し国庫余裕金の繰替使用を行ってきたと

ころであり、また、「国庫金の効率的な管理について」（平成17年

8月26日）を公表し、その取組を強化したところである。今般、こ

れらに加え、次の施策を実施することとする。 

 

 

 従来、13週間物のＦＢの発行により行ってきた第２四半期以降の

特別会計等の資金繰りの一部について、短期間の国庫余裕金の繰替

使用と償還期間２ヶ月程度のＦＢの発行を併用することにより、国

庫余裕金（政府預金）残高及び13週間物のＦＢの発行額の一層の縮

減を図る。 

この２ヶ月程度のＦＢについては、財政の支払超過となる日を発

行日、財政の受取超過となる日を償還日とするものであり、今回の

施策により、年間を通じて、適宜発行することとなる（ 初の発行

は平成18年8月15日の予定）。 

なお、13週間物のＦＢ発行額の縮減効果は、７月以降短期間の国

庫余裕金の繰替使用を実施するため、これにあわせ７月以降現れる

こととなる。 
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